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１．基本計画書 

 
 



備 考

90

　国際文化課程 60

　人間環境課程 60

　美術・工芸課程 30

　（学部共通）

経済学部

　経済システム課程

　経営・法律課程

医学部

　医学科

　看護学科 60

　（看護学科）

理工学部

　数理科学科 30

　物理科学科 40

60

　機能物質化学科 90

　機械システム工学科 90 学士（工学）

入学
定員

収容
定員

人

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

240

平成16年4月
第1年次

学士（学校教
育）

学士（国際文
化）

記 入 欄

フ リ ガ ナ

国立大学法人　　　佐賀大学

　本学は，教育基本法（平成18年法律第120号）第7条の規定の趣旨にのっとり，国際
的視野を有し，豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人を育成す
るとともに，高度の学術的研究を行い，さらに，地域の知的拠点として，地域及び諸
外国との文化，健康，社会，科学技術に関する連携交流を通して学術的，文化的貢献
を果たすことにより，地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

設 置 者

フ リ ガ ナ ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 目 的

別記様式第２号（その１）

新 設 学 部 等 の 目 的

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ 　  ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称

医学部の収容定員変更

佐賀大学　　（Saga University）

計 画 の 区 分

事 項

基　本　計　画　書

大 学 本 部 の 位 置

年次
人

「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進」に基づき入学定員を３人増
加することにより，行政，地域医療機関と更なる連携を図りつつ，地域医療に関する
教育を強化し，医師不足が深刻な地域や診療科で活躍できる医師を養成することを目
的とする。

所　在　地
修業
年限

学士（理学）

学士（理学，
工学）

学士（経済学）

学士（理学）

平成16年4月
第1年次

学士（人間環境，健
康福祉・スポーツ）

学士（美術・
工芸）

学士（医学）

平成16年4月
第1年次

　　年　月
第　年次

平成16年4月
第1年次

学士（看護学）

平成21年4月
第1年次

基 本 計 画

佐賀県佐賀市本庄町1番地

編入学
定　員

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

佐賀県佐賀市鍋島5丁目
1番1号

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

140

135

360

360

100
(97)

240

120

240

6

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

新 設 学 部 等 の 名 称

文化教育学部　　　　　

　学校教育課程 360

240

　知能情報システム学科

4

4

4

4

4

4

4

4

120

560

540

600
(582)

40

20

学士（理学）160

３年次
20

３年次
10

4

4

4

4

新
　
　

年 人

収容定員のうち12
名は、平成34年度
までの措置。
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　電気電子工学科 90

　都市工学科 90

　（学部共通）

農学部

　応用生物科学科 45 平成18年度改組

　生物環境科学科 60 平成18年度改組

　生命機能科学科 40 平成18年度改組

　（学部共通）

60

教育学研究科

（修士課程）

　学校教育専攻 6 12

　教科教育専攻 33 66

経済学研究科

（修士課程）

　金融・経済政策専攻 4 8

　企業経営専攻 4 8

医学系研究科

（修士課程）

　医科学専攻 15 30

　看護学専攻 16 32

（博士課程）

　医科学専攻 30 平成20年度改組

工学系研究科

（博士前期課程）

　機能物質化学専攻 16 32

　物理科学専攻 15 30

27 54

　電気電子工学専攻 26 52

15 30

　数理科学専攻 11 22

　都市工学専攻 27 54

　循環物質工学専攻 17 34

32 64

平成18年4月
第1年次

学士（工学）

博士（医学）

学士（工学）

修士（学術，
理学，工学）

修士（工学）

学士（農学）

修士（理学）

修士（工学）

修士（理学）

平成16年4月
第1年次

修士（教育学）

平成16年4月
第1年次

平成16年4月
第1年次

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

佐賀県佐賀市鍋島5丁目
1番1号

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

　機械システム工学専攻

2

2

2

2

2

4

計

4

4

平成16年4月
第1年次

修士（経済学）

修士（医科学）

修士（看護学）

修士（理学）

修士（理学）

120

修士（工学）

平成20年4月
第1年次

修士（工学）

20

5,560
(5,542)

180

240

160

40

360

360

３年次
20

4

4

　知能情報システム学専攻

　生体機能システム制御工学専攻

2

2

4

2

2

2

2

2

３年次
10

2

2

2

1,310
(1,307)

　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
等
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
概
　
　
　
　
　
　
　
要
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9 27

7 21

14 42

農学研究科

生物生産学専攻 20 40

応用生物科学専攻 30 60

博士（学術，
理学，工学）

修士（農学）

博士（学術，
理学，工学）

23

0

(51)

講師

実験・実習

―

計

―科目 ―科目

教

員

組

織

の

新設学部等の名称
講義

学　部　等　の　名　称

新

設

4

―科目

(7)

11

(68) (37)

(48) (40)

47人
医学部

7

18 7

51

(3)

68 37

(19)

19

28

(28)

57

（0）

14

13

(13)

(14)

教授

4048

(11)

(47)

准教授

（0）

博士（学術，
理学，工学）

計 374 838

教育
課程

―単位

68人

(181) （0）

兼任
教員

専任教員等

59人

(59)

計

(37)

44

7

(44)

(118)

181人75人

(30)

63

(12)

(75)

118

30

151

927 0

(68)

47 0 18

0 15

(47)

佐賀県佐賀市本庄町1番
地

0人

助手

卒業要件単位数
開設する授業科目の総数

―科目

0

(4)

13

12

（0）(6)

助教

37

0

平成16年4月
第1年次

（博士後期課程）

　エネルギー物質科学専攻

　システム生産科学専攻

　生体機能システム制御工学専攻

3

3

3

演習

（修士課程）

2

2

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

・平成21年4月　緊急医師確保対策に係る医学部医学科収容定員増（2人増　入学定員95人
→97人）（平成20年3月認可申請、平成20年6月認可済み）

2

(21) (23) （0）
21 0

(18)

47

(47)（0）

0

(18)（0）

(15)（0）

（0）

250

(25)

43

(151) （0） (43)

0

（0） (63)

0

0

(13) （0）

0

（0）

06

(9)

3 1 0 5

(7) (2)

0

(27) （0）

3

（0） (5)

3

(3) (3) (1) （0） (7)

20
(3) (20)（0）

6 19 0 34133

(34)

7 3 1 0 11 0 4

(57)

(1) （0） （0）(11)

(2)

20

(6) (19) （0）(133)

(4)

0 215

(7)

(7) (8) （0） （0）

7 8 0 0

(2)

6 5

(6) (5) (1) (4)

161 4

1

(11) (13) （0） (6) (30) （0） (1)

11 0

6 1 5

3013 0 6

20

0

8

(8) (6) (1) (5) (20) （0） (8)

8

23

8

(7) (7) (2) (2) (18) （0） (8)

7 187 2 2

11 9 1 2

(5)

27

9

(11) (9) (1) (2) (23) （0） (9)

(27) (20) (3) (5)

6 0 1

5520 3 5

16

(55)

10

1

(9) (6) （0） (1) (16) （0） (1)

9

(10) (2) (3) (26)

　国際文化課程

　人間環境課程

　美術・工芸課程

　医学科

　看護学科

文化教育学部

　学校教育課程

経済学部

　経済システム課程

　経営・法律課程

理工学部

　数理科学科

　物理科学科

　知能情報システム学科

　機能物質化学科

　機械システム工学科

　電気電子工学科

　都市工学科

農学部

　応用生物科学科

　生物環境科学科
(11)

11

0

0

0

2

（0） (2)

5

（0）

0

(16) （0）

(15) （0）

（0）

0

262 3 0

3



（附属病院面積）

62,926㎡

（附属病院面積）

41,409㎡

大学全体

大学全体

大学全体

(11) （0） （0）

（0）

16,343

　生体機能システム制御工学専攻
5 4
(5) (4)

学術雑誌

冊

専 任 教 員 研 究 室

(2) (11) （0）

2 11
工学系研究科

5 0

2

(0  ㎡)

7,231

〔4,554〕

3,042

新設学部等の名称

種

図書

〔4,853〕

〔うち外国書〕

699,867

〔231,886〕

国費による

0

0  ㎡

0  ㎡

0  ㎡

4

0
（0）

0

千円

第６年次

語学学習施設

室

室　　　数

（補助職員　1人） （補助職員　1人）

638

9　室

大学全体

545室

演習室講義室

110室 128室

校　　　舎

(131,305㎡)

専　　用

共　　用

0  ㎡

校　舎　敷　地

運 動 場 用 地

230,541㎡

135,684㎡

0  ㎡

0

(0  ㎡)

0  ㎡

775

共用する他の
学校等の専用

0  ㎡

共　　用

(131,305㎡)

131,305㎡

11

―

30

174

0
(2)

9

（―）

527,389

スポーツセンター

3,042

陸上競技場2面

体育館以外のスポーツ施設の概要

681

野球場2面

〔4,853〕

閲覧座席数

千円

171

7,073㎡

16,343

面積

共 同 研 究 費 等

開設年度

2,211

千円

完成年度

千円

千円

第４年次 第５年次

千円

学生納付金以外の維持方法の概要

第１年次 第３年次第２年次

千円

学生１人当り
納付金

699,867

教員１人当り研究費等

千円

計

図書館

〔231,886〕

千円

設備購入費

完成年度

2,558㎡

図書購入費

千円

開設前年度

テニスコート21面

開設年度区　分

体育館

面積

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

千円千円

大学全体

情報処理学習施設

図
書
・
設
備

7,231

〔4,554〕

〔うち外国書〕新設学部等の名称

〔うち外国書〕

教室等

実験実習室

1712,211

点

電子ジャーナル

点点

標本機械・器具視聴覚資料

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

そ の 他 の 職 員

530,914㎡

131,305㎡

校
　
　
地
　
　
等

職　　　種

事 務 職 員

小          計

そ    の    他

技 術 職 員

計

164,689㎡

530,914㎡

366,225㎡

0  ㎡

0

164,689㎡

366,225㎡

30

0

0

計

区　　　分

0  ㎡

775

共用する他の
学校等の専用

0  ㎡

計

135,684㎡

230,541㎡

0  ㎡

542
(3)

0

3101

290

(22) (542)

人

兼　　任

446

(174)

人

290

446 0

―

― ―
（―）（―）

182

（―）

計

（―）（―） （―） （―） （―）（―） （―）
―

542 3 174
(174)

―

(542) (3)

既

設

分

(182)
22

(237)

（―）
― ― ―

237

計

専　　用

合          計

0  ㎡

概

要

計

図 書 館 専 門 職 員

分

9

該当なし

人

専　　任

（―）

237

合　　　　計

(237) (182)

(5)

22182

(4) （0）

― ― ―

千円千円

6　室

（―）

(4) (1) (1)

7 4 1
　生命機能科学科

(7) (2)

0

―

千円

収 納 可 能 冊 数

千円

2131

101
(22)

―

(101)

(101)

(13) （0）

区分

4



教育学研究科

（修士課程）

　学校教育専攻 6 12

　教科教育専攻 33 66

経済学研究科

（修士課程）

　金融・経済政策専攻 4 8

　企業経営専攻 4 8

医学系研究科

（修士課程）

　医科学専攻 15 30

　看護学専攻 16 32

（博士課程）

　医科学専攻 30 平成20年度改組

工学系研究科

（博士前期課程）

　機能物質化学専攻 16 32

　物理科学専攻 15 30

27 54

　電気電子工学専攻 26 52

15 30

　数理科学専攻 11 22

　都市工学専攻 27 54

　循環物質工学専攻 17 34

32 64

9 27

7 21

14 42

農学研究科

平成16
年度

平成16
年度

平成16
年度

平成16
年度

佐賀県佐賀市鍋島5丁
目1番1号

平成16
年度

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

倍

開設
年度

佐賀大学　

所　在　地
定　員
超過率

収容
定員

学 部 等 の 名 称
修業
年限

大 学 の 名 称

入学
定員

編入学
定　員

学位又
は称号

2

2

2

修士（教育学）

人

2

修士（経済学）

2

2

修士（理学）

修士（理学）

修士（工学）

修士（医科学）

修士（看護学）

博士（医学）

既
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
大
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　

人年

（博士後期課程）

　機械システム工学専攻

　知能情報システム学専攻

大学院

年次
人

120

平成20
年度

　生体機能システム制御工学専攻

　エネルギー物質科学専攻

　システム生産科学専攻

2

2

2

2

2

　生体機能システム制御工学専攻 3

3

3

2

2

2

2

4

博士（学術，
理学，工学）

博士（学術，
理学，工学）

博士（学術，
理学，工学）

修士（農学）

修士（工学）

修士（理学）

修士（学術，
理学，工学）

修士（理学）

修士（工学）

修士（工学）

1.03

0.90

1.71

1.13

1.15

1.09

0.67

1.20

0.90

1.11

0.95

0.88

0.87

2.12

1.66

1.46

0.23

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

1.06

1.03

5



生物生産学専攻 20 40

応用生物科学専攻 30 60

計

90

　国際文化課程 60

　人間環境課程 60

　美術・工芸課程 30

　（学部共通）

40
経済学部

　経済システム課程

　経営・法律課程

医学部

　医学科

　看護学科 60

　（看護学科）

20
理工学部

　数理科学科 30

　物理科学科 40

60

　機能物質化学科 90

　機械システム工学科 90

　電気電子工学科 90

　都市工学科 90

　（学部共通）

農学部

　応用生物科学科 45 平成18年度改組

　生物環境科学科 60 平成18年度改組

　生命機能科学科 40 平成18年度改組

　（学部共通）

規　模　等：敷地面積　７６，５３６㎡，建物面積　４１，４０９㎡

80

診療科数　：２６診療科
病　床　数：６０４床
所　在　地：佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号

4

３年次
10 20

4 90

4 120

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

平成16
年度

平成18
年度

平成16
年度

平成16
年度

　
等
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
状
　
　
　
　
　
況

　知能情報システム学科

（修士課程）

学部

文化教育学部　　　　　

　学校教育課程

4 240

4

３年次
20

120

2

4

140

135

374

4

2

4

4

4

6

4

4

4

4 360

95

３年次
10

570

4

4 360

4

240

学士（看護学）

学士（医学）

240

540

560

学士（経済学）

学士（農学）

240 学士（理学）

学士（工学）

学士（工学）

360

学士（学校教
育）

学士（国際文
化）
学士（人間環境，健
康福祉・スポーツ）

学士（美術・
工芸）

838

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

佐賀県佐賀市鍋島5丁
目1番1号

1.04

360

平成16
年度

３年次
20 40

学士（理学，
工学）

学士（工学）360

1.22

1.08

学士（理学）160

学士（理学）120

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

佐賀県佐賀市本庄町1
番地

1.08

1.06

1.12

1.07

1.10

1.07

1.05

1.10

1.11

1.13

1.01

1.07

1.10

1.18

1.07

1.00

0.83

組　　　織：教　授　４名、准教授　７名、講　師　３１名、助　教　６２名

名　　　称：医学部附属病院

開設年月　：昭和５６年４月
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名　　　称：高等教育開発センター

名　　　称：総合分析実験センター

名　　　称：産学官連携推進機構

目　　　的：本学の産学官連携を組織的に推進する中核的拠点として，本学における

　　　　　　産学官連携の取組に積極的な役割を果たす。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１８年８月

規　模　等：建物面積　１，１３３㎡

名　　　称：保健管理センター

目　　　的：本学の保健管理に関する専門的業務を行う。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：昭和４５年４月

規　模　等：建物面積　６３５㎡

名　　　称：海洋エネルギー研究センター

目　　　的：全国共同利用施設として，海洋エネルギーとその複合利用に関する研究

　　　　　　を行い，かつ，全国の大学の教員その他の研究機関の研究者で，センタ

　　　　　　ーの目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものの利用に供する。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１４年４月

規　模　等：敷地面積１０，７５１㎡，建物面積　４，５０３㎡

名　　　称：総合情報基盤センター

目　　　的：本学における学術情報を支える基幹情報システムを統括するとともに,

　　　　　　本学の共通的情報基盤の整備推進及び電子図書館機能の充実並びに事務

　　　　　　情報化の推進を図る。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１８年２月

規　模　等：建物面積　９３９㎡

名　　　称：留学生センター

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１２年４月

名　　　称：低平地研究センター

　　　　　　応用的研究を推進することにより，本学の研究教育活動及び学内外との

　　　　　　学術交流の促進を図り，併せて地域社会並びに国際社会における技術開

　　　　　　発及び技術教育の振興に資する。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１３年４月

規　模　等：建物面積　４３９㎡

名　　　称：海浜台地生物環境研究センター

　　　　　　る生産資源の開発・利用，生産環境の保全及び流通情報システムの開発

　　　　　　化を図り、併せて地域及び我が国内外の環境に配慮した生物生産技術の

　　　　　　向上発展に寄与する。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

附属施設の概要

組　　　織：教　授　１名、准教授　１名、講　師　１名、助　教　１名

規　模　等：建物面積　１，４７５㎡

目　　　的：生物資源開発・機器分析・放射性同位元素利用・環境安全管理に関する
　　　　　　体制を一元化し，各部門が有機的な連携を保ちつつ，教育・研究を効率
　　　　　　的に推進するための拠点施設として，学際的・複合的な領域研究にも対
　　　　　　応できる教育・研究支援体制の実現を目指す。

目　　　的：低平地における地圏環境，水圏環境並びに都市環境に関する基礎的及び　　

目　　　的：海浜台地において高度な生物生産体系を確立するため，海浜台地におけ　　

規　模　等：建物面積　１０５㎡

目　　　的：企画開発部門，修学支援部門，教育支援部門により本学の大学教育につ
            いて調査・研究するとともに，その成果を実際の教育活動に適用し，本

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　
開設年月  ：平成１５年１０月

　　　　　　学の目的と使命を達成する。

開設年月　：平成１５年１０月

組　　　織：教　授　１名、准教授　１名

　　　　　　に関する研究を推進し，もって本学の教育研究活動及び学術交流の活性

組　　　織：教　授　２名、准教授　７名、講　師　２名

組　　　織：教　授　２名、准教授　１名、講　師　２名

目　　　的：外国人留学生及び海外留学を希望する学生に，必要な教育及び指導助言

　　　　　　を行うこと等により，本学における国際交流の推進に寄与する。

組　　　織：准教授　４名、助　教　２名

組　　　織：准教授　１名

組　　　織：教　授　１名、准教授　１名、講　師　１名

組　　　織：教　授　３名、准教授　５名、助　教　２名

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　
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開設年月　：平成１５年４月

規　模　等：敷地面積１０，２２９㎡，建物面積９６０㎡

名　　　称：シンクロトロン光応用研究センター

目　　　的：本学の共同利用研究施設として，シンクロトロン光を応用して行う研究

            を推進し，その成果を公表することにより，本学の研究教育活動及び学

            術交流の活性化を図るとともに，地域社会における先端科学技術開発及

　　　　　　び産学連携の振興に資する。            

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１５年４月

規　模　等：建物面積　２５３㎡

名　　　称：地域学歴史文化研究センター

  目　　　的：地域（佐賀）の歴史文化の固有性と普遍性を探求することにより，本学

　　　　　　学を創造するとともに，広く地域社会に対し研究成果を提供する。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１８年４月

規　模　等：建物面積　１３３㎡

名　　　称：有明海総合研究プロジェクト

            沿岸域の持続的発展を可能にするための研究の拠点として事業を進める。

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町１番地　

開設年月　：平成１７年４月

名　　　称：附属幼稚園

所　在　地：佐賀県佐賀市水ヶ江１丁目４番４５号　

開設年月　：昭和４５年４月

名　　　称：附属小学校

所　在　地：佐賀県佐賀市城内２丁目１７番３号　

開設年月　：昭和２４年５月

名　　　称：附属中学校

所　在　地：佐賀県佐賀市城内１丁目１４番４号　

開設年月　：昭和２４年５月

名　　　称：附属特別支援学校

所　在　地：佐賀県佐賀市本庄町大字正里４６－２　

開設年月　：昭和５３年４月

　　　　　　力及び教育研究の成果の交流を行うこと。

　　　　　　教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協

組　　　織：教　員　２９名、職　員　１名

   目　　　的：教育基本法及び学校教育法に定める教育を行うこと。                   

 　　　　　 本学部における児童若しくは生徒の教育に関する研究に協力し，本学部

　　　　　　の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たること。

　　　　　　の教育実習の実施に当たること。

　　　　　　教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協

組　　　織：教　員　２４名、職　員　１名

　　　　　　力及び教育研究の成果の交流を行うこと。

   目　　　的：教育基本法及び学校教育法に定める教育を行うこと。                   

 　　　　　 本学部における児童に関する研究に協力し，本学部の計画に従い，学生

　　　　　　の教育実習の実施に当たること。

　　　　　　教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協

組　　　織：教　員　２５名、職　員　２名

   目　　　的：教育基本法及び学校教育法に定める教育を行うこと。                   

 　　　　　 本学部における生徒に関する研究に協力し，本学部の計画に従い，学生

　　　　　　力及び教育研究の成果の交流を行うこと。

  目　　　的：教育基本法及び学校教育法に定める保育を行うこと。                   

組　　　織：教　員　５名

 　　　　　 本学部における幼児の保育に関する研究に協力し，本学部の計画に従い，

　　　　　　学生の教育実習の実施に当たること。

　　　　　　教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究の協

　　　　　　力及び教育研究の成果の交流を行うこと。

組　　　織：教　授　１名、准教授　１名

  目　　　的：有明海異変の原因解明と再生に向けた取組を実施するとともに，有明海   

　　　　　　の文系基礎学の発展・充実を図り，もって新たな学問体系としての地域

組　　　織：教　授　２名、准教授　２名

組　　　織：教　授　２名、講師　１名、助　教　２名

組　　　織：准教授　３名、講　師　２名
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   佐賀大学学則（案） 

（平成１６年４月１日制定） 

目次 

 第１章 総則 

  第１節 趣旨及び目的（第１条・第２条） 

  第２節 学部（第３条） 

 第２章 学部通則 

  第１節 学年，学期，休業日，修業年限及び在学年限（第４条－第７条） 

  第２節 入学，転入学，編入学及び再入学（第８条－第１５条） 

  第３節 教育課程及び履修方法（第１６条－第２１条） 

  第４節 単位の授与等（第２２条－第２７条） 

  第５節 休学，復学，退学，転学，転学部，転学科，転課程，派遣，留学及び除籍（第

２８条－第３４条） 

  第６節 卒業及び教員の免許状授与の所要資格の取得（第３５条－第３７条） 

  第７節 賞罰（第３８条・第３９条） 

  第８節 学生証（第４０条） 

  第９節 厚生施設（第４１条） 

  第１０節 科目等履修生，特別聴講学生及び研究生（第４２条－第４４条） 

  第１１節 外国人留学生（第４５条） 

  第１２節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第４６条－第５７条） 

  第１３節 公開講座（第５８条） 

 第３章 改正（第５９条） 

 附則 

   第１章 総則 

    第１節 趣旨及び目的 

 （趣旨） 

第１条 この学則は，国立大学法人佐賀大学規則（平成１６年４月１日制定）第１７条第

２項の規定に基づき，佐賀大学（以下「本学」という。）の学部の入学定員，修業年限，

教育課程，学生の入学，退学，卒業その他学生の修学上必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条  本学は，教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第７条の規定の趣旨にのっと

り，国際的視野を有し，豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人を

育成するとともに，高度の学術的研究を行い，さらに，地域の知的拠点として，地域及

び諸外国との文化，健康，社会，科学技術に関する連携交流を通して学術的，文化的貢

献を果たすことにより，地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。 

    第２節 学部 

 （学部） 

第３条 本学に，次の学部を置く。 

 文化教育学部 

 経済学部 
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  医学部 

 理工学部 

 農学部 

２ 前項の学部に置く学科又は課程の入学定員，編入学定員及び収容定員は，次のとおり

とする。 

学  部 学科又は課程 入学定員 
３年次編入

学定員 
収容定員 

学校教育課程 

国際文化課程 

人間環境課程 

美術・工芸課程 

（３年次編入学） 

９０人

６０人

６０人

３０人

２０人

３６０人

２４０人

２４０人

１２０人

４０人

文化教育学部 

小   計 ２４０人 ２０人 １，０００人

経済システム課程 

経営・法律課程 

１４０人

１３５人

５６０人

５４０人経 済 学 部 

小   計 ２７５人 １，１００人

医学科 

看護学科 

９８人

６０人 １０人

５８８人

２６０人医 学 部 

小   計 １５８人 １０人 ８４８人

数理科学科 

物理科学科 

知能情報システム学

科 

機能物質化学科 

機械システム工学科 

電気電子工学科 

都市工学科 

（３年次編入学） 

３０人

４０人

６０人

９０人

９０人

９０人

９０人

２０人

１２０人

１６０人

２４０人

３６０人

３６０人

３６０人

３６０人

４０人

理 工 学 部 

小   計 ４９０人 ２０人 ２，０００人

応用生物科学科 

生物環境科学科 

生命機能科学科 

（３年次編入学） 

４５人

６０人

４０人

１０人

１８０人

２４０人

１６０人

２０人

農 学 部 

小   計 １４５人 １０人 ６００人

合      計 １，３０８人 ６０人 ５，５４８人

３ 前項の学部及び当該学部に置く学科又は課程の目的は，各学部及び各学科又は各課程ご

とに別に定める。 
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 第２章 学部通則 

    第１節 学年，学期，休業日，修業年限及び在学年限 

 （学年及び学期） 

第４条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 学年を分けて，次の２学期とする。 

   前学期  ４月１日から９月３０日まで 

   後学期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

 （休業日） 

第５条 休業日は，次のとおりとする。 

 (1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (3) 開学記念日 １０月１日 

 (4) 春季休業   ４月１日から４月７日まで 

 (5) 夏季休業   ８月１日から９月３０日まで 

 (6) 冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 前項第４号から第６号までの規定にかかわらず，教育上必要がある場合は，教授会の

議を経て，学長が休業日を変更することができる。 

３ 休業中でも必要に応じて見学又は実験実習等を課すことがある。 

４ 臨時休業については，その都度関係学部の教授会の議を経て，学長が定める。 

 （修業年限） 

第６条 修業年限は，４年とする。ただし，第３５条第２項の規定による場合は，３年以

上４年未満とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，医学部医学科にあっては，６年とする。 

 （在学年限） 

第７条 在学年限は，８年とする。ただし，転入学，編入学又は再入学により入学した者

は，第１４条第２項により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在

学することはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず，医学部医学科にあっては，１０年とする。ただし，１年次

及び２年次の在学期間は，通算して４年を超えることができない。 

    第２節 入学，転入学，編入学及び再入学 

 （入学の時期） 

第８条 入学の時期は，学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，後学期の始めに学生を入学させることができる。 

 （入学の資格） 

第９条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこ

れに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

 (3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文
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部科学大臣の指定したもの 

 (4) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

 (5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資

格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を

含む。） 

 (8) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５６条第２項の規定により大学に入学し

た者であって，本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，１８歳に達したもの 

 （入学志願） 

第１０条 本学に入学を志願する者は，所定の期日までに，入学願書その他必要な書類に

所定の検定料を添えて提出しなければならない。 

 （合格者の決定） 

第１１条 前条の入学を志願した者については，別に定めるところにより行う選考の結果

に基づき，教授会の議を経て，学長が合格者を決定する。 

 （入学手続） 

第１２条  前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，誓約書その

他所定の書類を提出するとともに，所定の入学料を納付しなければならない。ただし，

入学料の免除の許可を受けようとする者は，入学料免除願の提出をもって入学料の納付

に代えることができる。 

 （入学許可） 

第１３条 学長は，前条の入学手続を完了した者（入学料の免除又は徴収猶予を申請し，

受理された者を含む。）に，入学を許可する。 

 （転入学，編入学及び再入学） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，教授会の議を経て，学期の始

めに，学長が，相当年次に入学を許可することがある。 

 (1) 他の大学（外国の大学を含む。）に在学中の者で転入学を志願するもの 

 (2) 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した

者で編入学を志願するもの 

 (3) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９２条の３に定める従前の

規定による高等学校，専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し，又は卒業した

者で編入学を志願するもの 

 (4) 外国において，学校教育における１４年の課程を修了した者で編入学を志願するも
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の 

 (5) 学校教育法第８２条の１０の規定による専修学校の専門課程を修了した者で編入学

を志願するもの 

 (6) 学士の学位を有する者又は大学を退学した者で再入学を志願するもの 

 (7) 本学を除籍された者で同一学部に再入学を志願するもの 

２ 転入学，編入学又は再入学を許可された者の在学すべき年数，履修科目及び修得単位

数は，教授会の議を経て，学部長が認定する。 

 （転入学等の規定の準用） 

第１５条 転入学，編入学及び再入学の場合には，第１０条から第１３条までの規定を準

用する。 

    第３節 教育課程及び履修方法 

 （教育課程の編成） 

第１６条 本学の教育課程は，次の教育科目をもって編成する。 

 教養教育科目 

 専門教育科目 

２ 教養教育科目は，大学入門科目，共通基礎教育科目及び主題科目に区分する。 

３ 共通基礎教育科目は，外国語科目，健康・スポーツ科目及び情報処理科目に区分する。 

４ 専門教育科目の区分は，各学部の定めるところによる。 

  （履修方法） 

第１７条 学生は，各学部の定める教育課程により，教養教育科目及び専門教育科目を履

修しなければならない。 

２ 教養教育科目の授業科目，単位数及び履修方法は，佐賀大学教養教育科目履修規程（平

成１６年４月１日制定）及び各学部規則の定めるところによる。 

３ 専門教育科目の授業科目，単位数，授業時間数及び履修方法は，各学部規則の定める

ところによる。 

４ 前２項の規定による履修科目として登録できる単位数の上限等については，各学部の

定めるところによる。 

５ 学生は，所定の教育課程以外の授業科目を履修することができる。 

 （授業の方法） 

第１８条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 

２ 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様な

メディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい

ても，同様とする。 

 （単位の基準） 

第１９条 １単位の授業科目は４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を

考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。 
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 (1) 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲の授業をもって１単位

とする。 

 (2) 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲の授業をもって

１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，

大学が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これ

らに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

 （１年間の授業期間） 

第２０条 １年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，３５週にわたることを

原則とする。 

 （授業期間） 

第２１条 各授業科目の授業は，１５週にわたる期間を単位として行うものとする。ただ

し，教育上特別の必要があると認められる場合は，これらの期間より短い特定の期間に

おいて授業を行うことができる。 

２ 卒業論文，卒業研究，卒業制作及び経済学部の演習の授業科目については，これらに

必要な学修等を考慮して，授業期間を定めることができる。 

    第４節 単位の授与等 

 （成績の判定） 

第２２条 学生が一の授業科目を履修した場合には，成績判定の上，合格した者に対して

所定の単位を与える。 

２ 成績は，秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし，秀・優・良・可を合格とし，

不可は不合格とする。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 

第２３条 教育上有益と認めるときは，第３３条第１項による他の大学又は短期大学（外

国の大学又は短期大学を含む。）との協議に基づき学生が当該他の大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位（授業時間数を定めた授業科目について

は，これに相当する時間数（以下第２４条，第２５条及び３５条において同じ。））を，

教授会の議に基づき，６０単位を超えない範囲で，本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修する場合について準用する。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第２４条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科に

おける学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，教授会の議に基づき，本学におけ

る授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は，前条により本学において修得したものとみ

なす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第２５条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学（外
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国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科

目等履修生により履修した単位を含む。）を，教授会の議に基づき，本学に入学した後

の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する

学修を，教授会の議に基づき，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えるこ

とができる。 

３  前２項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学，編

入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第２３条及び

前条第１項により本学において修得したとみなす単位数と合わせて６０単位を超えな

いものとする。 

 （入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算） 

第２６条 本学の学生以外の者が本学の科目等履修生として一定の単位（学校教育法第 

５６条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を修得した後に本学

に入学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認

められるときは，修得した単位数その他の事項を勘案して教授会の議を経て学長が定め

る期間を修業年限に通算することができる。ただし，その期間は，本学の修業年限の２

分の１を超えてはならない。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第２７条 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，各学部の

定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。 

    第５節 休学，復学，退学，転学，転学部，転学科，転課程，派遣，留学及び除

籍 

 （休学） 

第２８条 病気その他の事由によって継続して３月以上授業に出席できない者は，学長の

許可を得て休学することができる。ただし，疾病の場合は，医師の診断書を添えなけれ

ばならない。 

２ 休学期間は，１年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，１年を限度として，

その期間を延長することができる。 

３ 休学期間は，通算して２年を超えることができない。ただし，医学部医学科にあって

は３年を超えることができない。 

４ 休学期間は，在学期間に算入しない。 

 （復学） 

第２９条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは，学長に

復学を願い出て，許可を受けなければならない。 

 （退学） 

第３０条 自己の都合により退学する者は，学長に願い出て，許可を受けなければならな

い。 

 （転学） 

第３１条 他の大学への入学又は転学を志願する者は，学長に願い出て，許可を受けなけ
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ればならない。 

 （転学部，転学科及び転課程） 

第３２条 転学部，転学科又は転課程を志願する者があるときは，関係する学部の教授会

の議を経て，学長が学期の始めに限り許可することがある。 

２ 転学部を許可された者の在学すべき年数，履修科目及び修得単位数は，転入する学部

の教授会の議を経て，学部長が認定する。 

３ 転学科又は転課程を許可された者の在学すべき年数，履修科目及び修得単位数は，教 

授会の議を経て，学部長が認定する。 

 （派遣及び留学） 

第３３条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学

を含む。）との協議に基づき，当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させるため

学生を派遣し，又は留学させることができる。 

２ 前項の派遣及び留学については，教授会の議を経て行うものとする。 

３ 派遣及び留学の期間は，在学期間に算入する。 

４ 派遣及び留学に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （除籍） 

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は，教授会の議を経て，学長が除籍する。 

 (1) 第７条に定める期間在学して卒業できない者 

 (2) 病気その他で修業の見込がない者 

 (3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者

であって，その納付すべき入学料を納付しない者 

 (4) 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者 

    第６節 卒業及び教員の免許状授与の所要資格の取得 

 （卒業の認定） 

第３５条 第６条第１項本文又は第２項に規定された期間以上在学し，第１７条に規定さ

れた所定の単位を修得又は授業時間を履修した者には，教授会の議を経て，学長が卒業

を認定し，学位記を授与する。 

２ 本学（医学部医学科は除く。）に３年以上在学し，第１７条に規定された所定の単位

を優秀な成績で修得したと認められる者が，第６条第１項ただし書に定める修業年限で

卒業を希望した場合には，別に定めるところにより，教授会の議を経て，学長が卒業を

認定し，学位記を授与することができる。 

３ 前２項の規定により卒業の要件として修得すべき１２４単位のうち，第１８条第２項

の授業の方法により修得する単位数は６０単位を超えないものとする。ただし，卒業の

要件として修得すべき単位数が１２４単位を超える場合において，当該単位数のうち，

第１８条第１項の授業の方法により６４単位以上を修得しているときは，同条第２項の

授業の方法により取得する単位数は，６０単位を超えることができるものとする。 

 （学位の授与） 

第３６条 卒業者には，学士の学位を授与するものとする。 

２ 学位には，専攻分野の名称を付記するものとする。 

３ 前項の専攻分野の名称は，別に定める。 
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 （教員の免許状） 

第３７条  教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和

２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）

に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２  本学の学科又は課程において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別

表に掲げるとおりとする。 

    第７節 賞罰 

 （表彰） 

第３８条 学生として表彰に価する行為があった者は，学長が表彰することがある。 

２ 学生の表彰に関し，必要な事項は，別に定める 

 （懲戒） 

第３９条 本学の学則に違反し，又は学生としての本分に反する行為をした者は，教授会

の議を経て，学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は，次のとおりとする。 

 (1) 退学 

 (2) 停学 

 (3) 訓告 

３ 停学期間（３月未満のものを除く。）は，第７条に規定する在学年限に含め，第６条

に規定する修業年限に含めないものとする。 

４ 懲戒に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第８節 学生証 

 （学生証の交付） 

第４０条 入学を許可された者には，学生証を交付する。 

    第９節 厚生施設 

 （厚生施設） 

第４１条 本学に，寄宿舎その他の厚生施設を置く。 

２ 厚生施設に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第１０節 科目等履修生，特別聴講学生及び研究生 

 （科目等履修生） 

第４２条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があ

るときは，正規課程の学生の学修に支障のない範囲で，選考の上，学長が学期の始めに

科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第４３条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で特定の授

業科目を履修することを志願する者があるときは，当該他の大学又は短期大学との協議

に基づき，学長が特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （研究生） 

第４４条 本学教員の指導を受けて，特定の専門的課題を研究することを志願する者があ
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るときは，正規課程の学生の学修に支障のない範囲で，選考の上，学長が，原則として

学期の始めに，研究生として入学を許可することがある。 

２  研究生に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第１１節 外国人留学生 

 （外国人留学生） 

第４５条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願

する者があるときは，選考の上，学長が外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第１２節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

 （検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第４６条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，別に定める。 

２ 第２７条の規定に基づき，当該修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課

程を履修して卒業することを認められた者（以下「長期履修学生」という。）から徴収

する授業料の年額は，長期履修学生として，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画

的に教育課程を履修することを認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限

り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に当該修業年限に相当する

年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があ

るときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

（検定料の徴収） 

第４６条の２ 検定料は，入学，転入学，編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収

するものとする。 

 （入学料の徴収） 

第４６条の３ 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。 

 （入学料の免除） 

第４７条 次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難で

あると認められる者に対しては，入学料の全部又は一部を免除することがある。 

 (1) 入学前１年以内において，入学する者の学資を主として負担している者（以下「学

資負担者」という。）が死亡した場合又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等

の災害を受けた場合 

 (2) 前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある場合 

２ 入学料の免除を希望する者は，所定の期日までに願い出て，許可を得なければならな

い。 

 （入学料の徴収猶予等） 

第４８条 入学料の徴収猶予は，本学に入学する者（科目等履修生及び研究生等を除く。）

であって，次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。 

 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められ

る場合 

 (2) 入学前 1 年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担

者が風水害等の災害を受け，納付期限までに納付が困難であると認められる場合 

 (3) その他やむを得ない事情があると認められる場合 
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２ 入学料の免除を願い出た者については，免除又は徴収猶予を許可し，又は不許可とす

るまでの期間，入学料の徴収を猶予する。 

３ 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者は，

所定の期日までに，所定の入学料を納付しなければならない。 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは未納の入学料の全部を免除する。 

 (1) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者が，第２項に規定する期間内において死亡

した場合 

 (2) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が，

前項に規定する期間内において死亡した場合 

 (3) 第３４条第３号の規定により除籍した場合 

 （授業料の徴収） 

第４９条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，前期及び後期の２期に区分し，

前期に係る授業料は４月に，後期に係る授業料は１０月に，それぞれ年額の２分の１に

相当する額を徴収するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収する

ときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料について

は，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収するものと

する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，科目等履修生，特別聴講学生及び研究生については，所

定の期日までに授業料を徴収するものとする。 

（入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法） 

第４９条の２ 特別の事情により，入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期

において徴収する授業料の額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１

０円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）に入学した日の属する

月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する月に徴収する

ものとする。 

 （転入学，編入学及び再入学における授業料） 

第５０条 転入学，編入学又は再入学の場合は，その者の属する年次の在学者にかかる額

と同額の授業料を納付しなければならない。 

第５１条 削除 

第５２条 削除 

 （休学期間の授業料等） 

第５３条 休学を許可されたときは，授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に

１０円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）に休学当月の翌月か

ら復学当月の前月までの月数を乗じた額を免除する。 

２ 学期の中途で，復学，転学，編入学又は再入学(以下「復学等」という。）を許可され

たときは，授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数がある

ときは，これを切り上げるものとする。）に復学等の日の属する月から次の徴収の時期

前までの月数を乗じて得た額を復学等の当月末日までに納付しなければならない。 
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（学年の中途で卒業する場合における授業料） 

第５３条の２ 特別の事情により，学年の中途で卒業する者から徴収する授業料の額は，

授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，こ

れを切り上げるものとする。）に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの

月に徴収するものとする。ただし，卒業する月が後期の徴収の時期後であるときは，後

期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の徴収の時期に徴収するものとする。 

 （除籍及び退学の場合の授業料） 

第５４条 除籍又は退学の場合は，その者が在籍していた学期までの授業料を納付しなけ

ればならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，それぞれ当該各号に掲

げる未納の授業料を免除することができる。 

 (1) 授業料の未納を理由として除籍した場合  未納の授業料の全額 

 (2) 授業料の徴収猶予又は分納を許可された者が，その願い出により退学を許可された

場合    退学の翌月以降納付すべき授業料の全額 

 (3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合  未納の授業料の全額 

（長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例） 

第５４条の２ 長期履修学生が，学年の中途で卒業する場合に徴収する授業料の額は，第

４６条第２項の規定により定められた授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額

に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）に在学する月数を

乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし，卒業する月が

後期の徴収の時期後であるときは，後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は，後

期の徴収の時期に徴収することができるものとする。 

２ 長期履修学生が，長期在学期間を短縮することを認められた場合には，当該短縮後の

期間に応じて，第４６条第２項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した

期間の年数（その期間に１年に満たない端数があるときは，これを切り上げるものとす

る。以下同じ。）を乗じて得た額から当該者が在学した期間（学年の中途にあっては，

当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業料の総額を控除した

額を，長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし，当該短縮後の

期間が修業年限に相当する期間の場合には，第４６条第１項に規定する授業料の年額に

当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき

授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。 

 （授業料の免除） 

第５５条 第４８条第４項第３号に該当する場合において，授業料が未納であるときは，

未納の授業料の全部を免除することがある。 

２ 学業優秀で学資の支弁困難な者及び風水害等特別の事情により学資の支弁に支障を生

じた者に対しては，願い出により審査の上，授業料の全部又は一部を免除することがあ

る。 

 （授業料の徴収猶予及び月割分納） 

第５５条の２ 次の各号に掲げる事由がある者については，願い出により，当該期分の授

業料の徴収を猶予し，又は月割分納を許可することがある。 

 (1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と
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認められる場合 

 (2) 行方不明の場合 

 (3) その者又は学資負担者が風災害等の災害を受け，納付期限までに授業料の納付が困

難と認められる場合 

 (4) その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料の納付が困難と認められる特

別の事情がある場合 

 （寄宿料） 

第５６条 寄宿料は，毎月所定の期日までに納付しなければならない。 

２ 第３４条第３号及び第４号に該当する場合において，寄宿料が未納であるときは，未

納の寄宿料の全部を免除することがある。 

 （既納の検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第５７条 既納の検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，返還しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，入学者選抜において，出願書類等による選抜（以下「第１

段階目の選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下

「第２段階目の選抜」という。）を行ったときに，第１段階目の選抜で不合格になった

者及び個別学力検査等出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出

願無資格者であることが判明した者に対しては，所定の期日までに当該者から申出があ

った場合に限り，既納の検定料のうち，別に定める第２段階目の選抜に係る額に相当す

る額を返還する。 

３ 第１項の規定にかかわらず，第４９条第２項の規定により授業料を納付した者が，後

期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には，納付した者の申出により後期分

の授業料に相当する額を返還する。 

４ 第１項の規定にかかわらず，第４９条第３項の規定により授業料を納付した者が入学

年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退したときは，納付した者の申出により当該

授業料相当額を返還する。 

    第１３節 公開講座 

 （公開講座） 

第５８条 本学に，地域社会の教育文化の向上に資するため，公開講座を開設することが

できる。 

２ 公開講座に関し，必要な事項は，別に定める。 

   第３章 改正 

 （改正） 

第５９条 この学則の改正は，教育研究評議会において構成員の３分の２以上の賛成がな

ければならない。 

 

   附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律（平成１５年法律

第２９号）附則第２項の規定により平成１５年９月３０日に在学する者が在学しなくな

る日までの間存続するものとされた佐賀大学及び佐賀医科大学に在学する者（次項にお
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いて「在学者」という。）に係る卒業するために必要であった教育課程の履修は，本学

において行うものとし，本学は，そのため必要な教育を行うものとする。この場合にお

ける教育課程の履修その他当該学生の教育に関し，必要な事項は，平成１６年３月３１

日において現に適用されていた教育課程の履修その他当該学生の教育に関する規程等

に定めるところによる。 

３ この学則施行後，第１４条の規定に基づき，在学者の属する年次に転入学，編入学又

は再入学する者に係る教育課程の履修その他当該学生の教育に関し，必要な事項は，理

工学部機械システム工学科に転入学，編入学又は再入学する者を除き，前項の規定を準

用する。 

   附 則（平成１６年７月２０日改正） 

 この学則は，平成１６年７月２０日から施行する。 

   附 則（平成１７年５月２０日改正） 

 この学則は，平成１７年５月２０日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

附  則（平成１７年９月２７日改正） 

この学則は，平成１７年９月２７日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月１６日改正） 

この学則は，平成１７年１２月１６日から施行する。 

附 則（平成１８年２月１６日改正） 

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年度から平成２０年度までの農学部の収容定員は，改正後の第３条第２項 

 の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

学 部 学   科 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

農学部 

応用生物科学科 

生物環境科学科 

生命機能科学科 

（３年次編入学） 

４５人

    ６０人

    ４０人

９０人

  １２０人

    ８０人

１３５人 

   １８０人 

   １２０人 

     １０人 

３ 平成１８年３月３１日に農学部に置かれている学科は，改正後の規定にかかわらず， 

平成１８年３月３１日において現に当該学科に在学する者（以下この項において「在学 

者」という。）及び平成１８年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学，編 

入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

４ 平成１８年３月３１日において現に農学部に在学する者（以下この項において「在学 

者」という。）及び平成１８年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学，編 

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則（平成１８年１２月４日改正） 

この学則は，平成１８年１２月４日から施行する。 

   附 則（平成１９年２月１６日改正） 

 この学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月２０日改正） 

１ この学則は，平成１９年４月２０日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

２ 平成１９年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者
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の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者についての，改正後の第２２条第２項

の規定の適用に関しては，なお従前の例による。 

  附 則（平成  年  月  日改正） 

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず，平成２１年度から平成２９年度までの医

学部医学科，医学部及び全学部の入学定員は，次の表のとおりとする。 

入学定員 平成２１年度～平成２９年度 

医学部医学科 １００人

医学部 １６０人

全学部 １，３１０人

３ 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず，平成２１年度から平成３４年度までの医

学部医学科，医学部及び全学部の収容定員は，次の表のとおりとする。 

収容定員 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

医学部医学科 ５９０人 ５９２人 ５９４人 ５９６人 ５９８人 

医学部 ８５０人 ８５２人 ８５４人 ８５６人 ８５８人 

全学部 ５，５５０人 ５，５５２人 ５，５５４人 ５，５５６人 ５，５５８人 

 

収容定員 

平成２６年度 

～ 

平成２９年度 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

医学部医学科 ６００人 ５９８人 ５９６人 ５９４人 ５９２人 

医学部 ８６０人 ８５８人 ８５６人 ８５４人 ８５２人 

全学部 ５，５６０人 ５，５５８人 ５，５５６人 ５，５５４人 ５，５５２人 

 

収容定員 平成３４年度 

医学部医学科 ５９０人 

医学部 ８５０人 

全学部 ５，５５０人 
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別表 (第３７条第２項関係) 

学   部 学科又は課程 教員免許状の種類 免許教科の種類 

小学校教諭１種免許状  

中学校教諭１種免許状 数学，理科，音楽 

高等学校教諭１種免許状
数学，理科，音楽，情

報 

特別支援学校教諭１種免

許状（知的障害者）（肢体

不自由者）（病弱者） 

 
学校教育課程 

幼稚園教諭１種免許状  

中学校教諭１種免許状 国語，社会，英語 

国際文化課程 
高等学校教諭１種免許状

国語，書道，地理歴史，

公民，英語 

中学校教諭１種免許状 保健体育，技術，家庭
人間環境課程 

高等学校教諭１種免許状 保健体育，家庭，工業

中学校教諭１種免許状 美術 

文化教育学部 

美術・工芸課程 
高等学校教諭１種免許状 美術，工芸 

中学校教諭１種免許状 社会 
経済学部 

経済システム課程 

経営・法律課程 高等学校教諭１種免許状 地理歴史，公民，商業

中学校教諭１種免許状 数学 
数理科学科 

高等学校教諭１種免許状 数学 

中学校教諭１種免許状 理科 
物理科学科 

高等学校教諭１種免許状 理科 

中学校教諭１種免許状 数学 知能情報システム

学科 高等学校教諭１種免許状 数学，情報 

中学校教諭１種免許状 理科 
機能物質化学科 

高等学校教諭１種免許状 理科，工業 

機械システム工学

科 

電気電子工学科 

理工学部 

都市工学科 

高等学校教諭１種免許状 工業 

中学校教諭１種免許状 理科 

農学部 

応用生物科学科 

生物環境科学科 

生命機能科学科 
高等学校教諭１種免許状 理科，農業 

 



変 更 事 項 を 記 載 し た 書 類 

 
 
１．変 更 事 項： 
       

  学則（収容定員）の変更 
 
 
 
２．変更する理由： 
       

 「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進」に基づき入

学定員を３人増加することにより，行政，地域医療機関と更なる連携を

図りつつ，地域医療に関する教育を強化し，医師不足が深刻な地域や

診療科で活躍できる医師を養成するため。 
 
 
 
３．変 更 点： 

 
医学部医学科の入学定員を 97 人から 100 人へ変更する。これに伴い，

収容定員を 582 人から 600 人へ変更する。 
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佐賀大学学則改正案・現行対照表

改 正 案 現 行

（学部） （学部）

第３条 本学に，次の学部を置く。 第３条 （同左）

文化教育学部

経済学部

医学部

理工学部

農学部

２ 前項の学部に置く学科又は課程の入学定員，編入学定員及び収容定員 ２ （同左）

は，次のとおりとする。

学 部 学科又は課程 入学定員 収容定員 学 部 学科又は課程 入学定員 収容定員
３年次編 ３年次編

入学定員 入学定員

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

医学科 ９８人 ５８８人 医学科 ９５人 ５７０人

医学部 看護学科 ６０人 １０人 ２６０人 医学部 看護学科 ６０人 ２６０人

小 計 １５８人 １０人 ８４８人 小 計 １５５人 １０人 ８３０人

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

合 計 ６０人 ５，５４８人 合 計 ６０人 ５，５３０人１，３０８人 １，３０５人

３ 前項の学部及び当該学部に置く学科又は課程の目的は，各学部及び各 ３ （同左）

学科又は各課程ごとに別に定める。

附 則

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず 平成２１年度から平成２，

９年度までの医学部医学科，医学部及び全学部の入学定員は，次の表の

とおりとする。

1
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入 学 定 員 平 成 ２ １ 年 度 ～

平 成 ２ ９ 年 度

１ ０ ０ 人医 学 部 医 学 科

１ ６ ０ 人医 学 部

１ ， ３ １ ０ 人全 学 部

３ 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず 平成２１年度から平成３，

４年度までの医学部医学科，医学部及び全学部の収容定員は，次の表の

とおりとする。

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成 年度 平成 年度収容定員 24 25

医学部医学科 ５９０人 ５９２人 ５９４人 ５９６人 ５９８人

医学部 ８５０人 ８５２人 ８５４人 ８５６人 ８５８人

全学部 ５,５５０人 ５,５５２人 ５,５５４人 ５ ５５６人 ５ ５５８人, ,

平成 年度26

収容定員 ～ 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度30 31 32 33

平成 年度29

６００人 ５９８人 ５９６人 ５９４人 ５９２人医学部医学科

８６０人 ８５８人 ８５６人 ８５４人 ８５２人医学部

５ ５６０人 ５ ５５８人 ５ ５５６人 ５ ５５４人 ５ ５５２人全学部 , , , , ,

平成 年度収容定員 34

５９０人医学部医学科

８５０人医学部

５ ５５０人全学部 ,

1
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４．意思の決定を証する書類 
 





 
 
 
 
 
５．医学部の収容定員変更の趣旨等

を記載した書類 
 



収容定員変更の趣旨等を記載した書類 

 
１ 収容定員変更の内容 

  佐賀大学医学部医学科の入学定員については，「緊急医師確保対策」に基づき，平成

２１年度から平成２９年度までの間，２人増員して現行の９５人から９７人へ変更し，収容定

員を５７０人から５８２人へ変更することが認められた（平成２０年６月３０日付け２０文科高第

２４８号文部科学省高等教育局長通知）。 
  これに加え，「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進」に基づき，更に

３人増員し，入学定員を９７人から１００人に変更する。これに伴い，収容定員を５８２人か

ら６００人に変更する。 
 
２ 収容定員変更の必要性 

佐賀大学医学部は，佐賀県における地域間・診療科間での医師の偏在という状況を踏

まえ，平成１７年度入試から推薦入学の地域枠（８人以内）の設定，佐賀県による小児

科・産科・救急科･麻酔科を志す学生のための医師修学資金制度の平成１７年度導入，

さらに，平成２０年度入試から，佐賀県推薦入学制度の導入，また，平成２１年度から，

「緊急医師確保対策」に基づき，地域間・診療科間で偏在する産科，小児科の医師確保

並びに今後予想される麻酔科，救急科等の特定診療科の医師不足対策として２人の入学

定員を増員する等，地域医療貢献策を講じてきたところである。 
一方，佐賀大学医学部附属病院は，県内唯一の大学病院として，佐賀県立病院好生館

とともに三次救急を中心とした高度救急医療や，難治性疾患の診断・治療等の専門医療

の中核病院であり，医療圏は佐賀県全域に加え，長崎県東部や福岡県南部を含み九州北

部の広域にわたっている。佐賀県立病院好生館，佐賀社会保険病院，佐賀市立富士大和

温泉病院等の佐賀市内公的病院及び県内の唐津，武雄，多久，鳥栖，伊万里，鹿島地区

の市民病院・民間病院を含む主要病院，診療所に加え，鹿児島県，宮崎県まで九州全域

に，佐賀大学医学部附属病院の各診療科から医師を派遣し，地域医療に貢献してきたと

ころである。 
九州地区は，福岡の一部の地域を除き，産科，小児科のみならず，外科，内科，病理

診断科も医師不足の状態にあり、その対応が強く求められている。佐賀大学医学部では，

現在の研修制度以前には卒業生の約５０％近くが大学に残り，地方大学の中では多くの

卒業生が県内に在住し，地域医療を裾野から支え，地域に根ざした診療を行ってきた。

佐賀大学医学部の小児科，麻酔科の入局者は数が少ないものの，他大学医学部と比較す

ると安定しており，これまで地域の関連病院への医師派遣を通して地域医療に貢献して

きたところである。 
しかしながら，医師不足が一層深刻化している現状に鑑み，都道府県の範囲を超えた

「医師不足の地域・診療科での偏在」という全国的な見地からも，医師不足が深刻な地

域や診療科の医師確保を早期に実現することを重視し，今回の「地域や診療科の医師確
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保の観点からの医師養成の推進」に基づき，新たに３人の入学定員増を行い，行政，地

域医療機関と更なる連携を図りつつ，地域医療に関する教育を強化し，医師不足が深刻

な地域や診療科で活躍できる医師を養成することとした。 
 
３ 収容定員変更に伴う教育課程等の変更 

（１）入学者選抜 

   佐賀大学医学部医学科では，平成２０年度入学者選抜試験においては次のような入 
学者選抜を実施している。 
平成２０年度入学者選抜試験 

区  分 募集人員 
推薦入学 ２５人（地域枠 ８人以内） 
佐賀県推薦入学特別選抜 ２人 
帰国子女特別選抜 若干人 
一般選抜（前期日程） ５０人 

一般選抜（後期日程） １８人 

入学定員 ９５人 
平成１７年度入試から，推薦入学に地域枠（県内高校新卒者８人以内）を設定し，

地域医療に貢献する医師の確保に努めてきたところであり，さらに，佐賀県との協議

により，平成２０年度入試から，佐賀県の推薦を受けた者を対象とする佐賀県推薦入

学特別選抜を導入し，後期日程募集人員（平成１９年度２０人）を２人減らして，その分

をこれに充てることにより実施したところである。 
 平成２１年度入試では，「緊急医師確保対策」により増員する２人の入学者選抜につ

いては，既に平成２０年度入試から導入している佐賀県推薦入学特別選抜の募集人員

に充て，２０年度後期日程募集人員２人減を元に戻した。今回の「地域や診療科の医

師確保の観点からの医師養成の推進」に基づき増員する３人の入学者選抜については，

一般選抜（前期日程）の募集人員に充て，以下のような区分等により入学者選抜を実

施する予定である。 
平成２１年度入学者選抜試験（予定） 

区  分 募集人員 
推薦入学 ２５人（地域枠 ８人以内） 
佐賀県推薦入学特別選抜 ２人 
帰国子女特別選抜 若干人 
一般選抜（前期日程） ５３人 
一般選抜（後期日程） ２０人 

入学定員 １００人 
 
 なお，平成２２年度入試では，「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推

進」に基づき増員する３人については推薦入学の地域枠において選抜する予定である。 
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平成２２年度入学者選抜試験（予定） 
区  分 募集人員 

推薦入学 ２８人（地域枠１１人以内） 
佐賀県推薦入学特別選抜 ２人 
帰国子女特別選抜 若干人 
一般選抜（前期日程） ５０人 
一般選抜（後期日程） ２０人 

入学定員 １００人 
 
（２）教育課程 

 １）現行の取組をさらに強化するもの 

現行カリキュラム（平成２０年度から一部改訂）において，次のような地域医療に関

する教育を既に導入しているため，大幅なカリキュラム改訂を行う必要はないが，教

育内容や授業方法については，引き続き工夫・改善を行いつつ，充実させていくこと

とする。 
① アーリー・エクスポージャー（早期体験学習） 

昭和５３年の開学当初から，１年次に重度障害児施設等での「アーリー・エクス

ポージャー（早期体験学習）」を「医療入門Ⅰ」のなかで実施している。 
１年次の早い段階から医療の現場を見学させ，社会が必要とする医療について考

えさせるとともに，学習の動機付けを行う。 
② 医療入門 

医学部附属地域医療科学教育研究センターが中心となって，患者付添い実習や医

療体験実習など地域医療に密着した教育を１年次から３年次まで継続したカリキュ

ラムで実施している。特に，３年次の「医療入門Ⅲ」においては，地域の療養型・

介護型医療機関等で１週間の実習を行い，プライマリ・ケアの実際に触れるととも

に，急性期医療，療養型医療のそれぞれの現場でさまざまな職種の業務がどのよう

に行われているかを体験し理解させ，今日の医療における高齢者の問題や療養型医

療の重要性を理解させる。 
③ 社会医学 

４年次の機能・系統別ＰＢＬ（Problem Based Learning）科目「社会医学」の中で，

プライマリヘルスケア，地域保健医療計画，衛生行政，保健所活動等の佐賀県の地

域保健に関する講義の他，１週間の保健所実習等を行い，地域医療について学ばせ

る。 
④ プライマリ・ケア，救急，周術期医療 

４年次の機能・系統別ＰＢＬ科目「プライマリ・ケア，救急，周術期医療」の中

で，介護と在宅医療や地域医療連携について学ばせる（平成２０年度から，「地域医

療」と「救急・麻酔」に分割した）。 
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⑤ 臨床実習 
５年次の各診療科実習においては，本学附属病院での実習の他に，国立病院機構

佐賀病院，国立病院機構肥前精神医療センター，佐賀社会保険病院，唐津赤十字病

院等の地域の基幹病院においても実習を行い，地域医療の現場を学ばせる。 
⑥ 救急車同乗実習 

平成２年度から実施している５年次の「救急車同乗実習」において，佐賀消防署

が行っている救急業務の実態を見学し，救急現場での初期対応を学ぶとともに，佐

賀市における救急患者受入状況を通して地域医療の現状を学ばせる。 
⑦ 関連教育病院実習 

６年次に「関連教育病院実習」として，地域医療の基幹病院である佐賀県立病院

好生館において，軽症患者から重症患者まで，難病，救急患者等も含めて極めて幅

広い患者を対象とした医療を学ばせる。 
⑧ 基礎系・臨床系選択科目 

６年次に開設する「基礎系・臨床系選択科目」において，地域医療を志す学生の 

ために「診療所実習」及び「在宅医療・在宅ケア実習」を開設し，地域医療の中核

病院で第一線の医療を学ばせる。 
 

 ２）今後行う取組 

 上記１）の現行の取組をさらに強化するものに加えて，現行カリキュラムを一部改

訂し，次の取組を今後推進していくこととしている。 
① 地域医療実習の体系化 

療養型病床群，老人保健施設，在宅医療や訪問看護，僻地診療所等のさまざまな

ケアの現場に赴き，地域における包括的な医療のあり方や保健・福祉と医療のかか

わりを学ぶための１週間の「学外総合ケア実習」を，６年次の必修科目として平成

１０年度から実施し，平成１９年度からは，５年次に行う２週間の総合診療部実習

と６年次に行う２週間の「地域医療実習」に分割して行ってきた。平成２０年度に

は，この内容を強化して新たな６年次の「地域医療実習」として開設し，地域医療

の現場での実習を充実させていく。 
② 佐賀県推薦入学特別選抜入学生に対する地域医療現場学習の強化 

佐賀県推薦入学特別選抜により入学した学生には，上記１)－⑧の基礎系・臨床系

選択科目「診療所実習」及び「在宅医療・在宅ケア実習」の履修を義務付け，地域

医療現場における実習機会を増やし，地域医療に対する認識と動機付け教育を強化

する。 
 
（３）卒後臨床研修 

① 卒後臨床研修の充実・強化 

佐賀大学医学部附属病院関連初期臨床研修プログラムは，地域の基幹病院としての

佐賀大学医学部附属病院を中心に研修を行う他，佐賀県内及びその周辺の研修病院の
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協力を得て，大学病院と地域の病院との両方で研修が可能としている。また，地域医

療・地域保健では診療所外来を中心とし，選択期間では，地域に密着した中小病院で

の選択研修も可能にしており，「地域基盤型大学病院研修」を特徴とすると言える。こ

の研修プログラムを更に充実するともに，卒後臨床研修センターのサポート体制の強

化を図る。 
② 学生進路指導の強化 

佐賀大学医学部では，開学当初からチューター制度を導入しており，医学科５年次・

６年次を担当するチューターには臨床系教員の教授・准教授を充てている。 
各チューターは，佐賀大学医学部附属病院及び佐賀県内の医療機関での研修を勧奨

し，佐賀大学医学部医学科卒業生が一人でも多く佐賀県内に残るよう努力しているが，

この取り組みを強化する。 
 
４ 佐賀県医師修学資金 

佐賀県では，平成１７年度から，４年次以上の医学生等を対象に，将来，佐賀県内の

公的病院の小児科・産科・救急科・麻酔科において勤務することを条件に修学資金を貸

与し，貸与期間の１．５倍の期間，勤務することで返還を免除する佐賀県医師修学資金制

度（募集人員５人以内）を導入しているが，平成２１年度からは，従来の佐賀県医師修

学資金とは別に，佐賀県推薦入学特別選抜による入学者のために，新たに２人分の修学

資金を確保し，１年次から貸与を受けることができることとした。 
（貸与実績等） 

平成１７年度  小児科４人 

平成１８年度  小児科３人 
平成１９年度  小児科１人，産科３人，麻酔科１人 

 
５ 医学部附属病院の取組 

（１）地域医療への貢献 

佐賀県内の整形外科，脳卒中領域では、県内統一のクリニカルパス（入院診

療計画書）を既に作成し，医療資源の効率化を目指している。今後は平成２１

年度内に循環器領域でも県内統一のパスを作成する予定である。 

今後も，佐賀県をはじめとする行政諸機関，医師会等と連携・協力し，医師

不足問題や地域包括医療システム，高齢者の医療と介護など佐賀県の地域医療

をめぐる課題について情報を交換し，地域医療への貢献に努める。 

 
（２）大学病院連携型高度医療人養成推進事業 

長崎大学医学部・歯学部附属病院と緊密に連携し，相互の優れた点を活かし

た各診療科ごとの専門医育成の充実を図るとともに，西九州地域への専門医の

定着を進める。さらにはその専門医の指導により地域医療のレベルアップが期

待できる。 
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